
公告第８１号 

 

 平成２９年５月２４日付けで認可地縁団体である角部内行政区から地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の３８第１項の規定に基づき、所有

する不動産の所有権の移転の登記に係る公告の申請があったので、同条第２項

の規定により次のとおり公告する。 

 

  平成２９年５月３０日 

 

南相馬市長 桜井 勝延 

 

１ 名称 

  角部内行政区 

 

２ 区域 

  南相馬市小高区角部内地区 

 

３ 主たる事務所 

  福島県南相馬市小高区角部内字貝塚２６番地の１ 

 

４ 申請不動産に関する事項   

   別紙のとおり 

 

５ 申請事項に関し異議を述べることができる者 

  申請不動産の表題部所有者、所有権の登記名義人若しくはその相続人又 

は申請不動産の所有権を有することを疎明する者 

 

６ 異議を述べることができる期間 

   平成２９年５月３０日から平成２９年８月２９日まで 

 

７ 異議を述べる方法 

   地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号）第２２条の３第２

項の規定による申出書及び関係書類を南相馬市小高区地域振興課に提出す

ること。 


